
再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム（CIREn
セ イ レ ン

） 

令和５年度 CIREn 総会 

 

１．開会 １５：３０～１５：４０ 

 

２．議事 １５：４０～１６：１０ 

(１)令和４年度事業報告及び収支決算について 資料１～２ 

(２)令和５年度事業計画（案）・収支予算（案）について 資料３～４ 

(３) CIREn規約の改正について 資料５ 

 

３．基調講演 １６：２０～１７：１０ 

 

４．閉会 １７：１０～１７：２０ 

 

５．配布資料 

 令和５年度役員等一覧 

 資料１ 令和４年度事業報告 

 資料２ 令和４年度収支決算 

 資料３ 令和５年度事業計画案 

 資料４ 令和５年度収支予算案 

 資料５ CIREn規約改正案 

 別紙  CIREｎ規約全文（改正案） 



CIREn 役員等一覧 
令和５年６月１日時点 

会 長  豊田 一彦 国立大学法人佐賀大学理工学部長 

 

副会長  井田 建 株式会社ミゾタ取締役社長 

 

副会長  寺島 克敏 佐賀県産業労働部長 

 

 

（評議会） 

 

委員長  佐藤 和也 国立大学法人佐賀大学理工学部 副学部長 

 

副委員長 佐保 幸伸 佐賀県産業労働部産業グリーン化推進グループ 推進監  

 

委 員  山田 隆紹 株式会社ミゾタ 品質保証本部環境技術研究所 参事 

 

委 員  泉 章  株式会社西村鐵工所 取締役営業本部長 

 

委 員  永尾 光義 株式会社中山ホールディングス 総務担当執行役員 

 

委 員  森 孝信 森鉄工株式会社 代表取締役専務 

 

委 員  川﨑 賢一郎 株式会社ワイビーエム 取締役知財部部長 

 

委 員  原 浩二郎 国立研究法人産業技術総合研究所九州センター 

太陽光評価・標準チーム 上級主任研究員 

 

委 員  野間 弘昭  佐賀県産業イノベーションセンター 

産業振興部  研究開発振興課  産学官連携コーディネータ 

 

委 員  池上 康之 国立大学法人佐賀大学教授 

              海洋エネルギー研究所 所長 

 

委 員  大渡 啓介 国立大学法人佐賀大学理工学部教授 

 

委 員  鶴田 裕美 佐賀県工業技術センター 研究企画部部長 

 

委 員  蒲地 伸明 佐賀県窯業技術センター 研究企画部部長 

 

 

 



CIREn 役員等一覧 
令和５年６月１日時点 

（審査委員会） 

 

委員長    大野 伸寛 佐賀県産業労働部再生可能エネルギー総括監 

 

委 員  蒲地 伸明 佐賀県窯業技術センター 研究企画部部長 

 

委 員  佐藤 和也 国立大学法人佐賀大学理工学部 副学部長 

 

委 員  谷川 博俊 株式会社三井住友銀行  

福岡法人営業部 佐賀法人営業所副部長 

 

委 員  鶴田 裕美 佐賀県工業技術センター 研究企画部部長 

 

委 員  野間 弘昭  佐賀県産業イノベーションセンター 

産業振興部  研究開発振興課  産学官連携コーディネータ 

 

委 員  横尾 敏史 株式会社佐賀銀行地域支援部 副部長 



令和４年度事業報告 
自 令和４年 ４月 １日 

至 令和５年 ３月３１日 

 
 

 

１ 総会の開催 

   期 日：令和４年６月 23日（木） 

   場 所：書面決議  

   内 容：令和３年度事業報告・収支決算、令和４年度事業計画・収支予算の議決等 

   参加者：149人 

 

２ 第７回交流会の開催 

   期 日：令和４年 10月 13日（木） 

   場 所：ホテルニューオータニ佐賀 鳳凰の間（Ｗｅｂ同時配信） 

   内 容：令和３年度研究支援事業成果報告（12研究分科会） 

令和４年度に新設した研究分科会の活動内容紹介（１研究分科会）    

参加者：75人（会場 35名、オンライン 40名） 

 

３ 第８回交流会の開催 

   期 日：令和５年１月 31日（火） 

   場 所：ホテルニューオータニ佐賀 鳳凰の間（Ｗｅｂ同時配信） 

   内 容：①講演 

「地球温暖化問題をめぐる国際情勢と日本の課題」 

           （東京大学公共政策大学院 特任教授 有馬 純） 

    ②講演 

「企業を取り巻く脱炭素と地域脱炭素の推進」 

     （エネルギー・脱炭素アナリスト 前田 雄大） 

参加者：70人（会場 35名、オンライン 35名） 

 

４ 評議会の開催 

（第１回） 

  期 日：令和４年６月８日（金） 

  場 所：ホテルニューオータニ佐賀 有明の間 

関連産業の創出に資する情報や交流機会の提供 

資料１ 



  内 容：令和４年度 CIREｎ総会の議決事項、令和４年度研究支援事業の審査・選定 等 

 

（第２回） 

  期 日：令和４年７月 15日（金） 

  場 所：オンライン会議 

  内 容：新たに設置する分科会および研究支援事業の追加選定 等 

 

（第３回） 

  期 日：令和５年３月 13日（月） 

  場 所：オンライン会議 

  内 容：令和５年度の予算運用ついて、研究支援事業公募について 等 

 

５ 研究分科会の開催 

   研究分科会名 主な活動実績 

１ 洋上風力発電 ・分科会開催１回、個別会議 17回 

２ 太陽光発電 ・分科会開催１回、個別会議２回 

３ 海洋温度差発電関連技術 ・分科会開催１回、個別会議５回 

４ 電気化学 ・分科会開催２回、個別会議２回 

５ 遠隔監視 ・分科会開催１回、個別会議２回 

６ 無線電力伝送 ・個別会議４回 

７ 未利用熱利用空調システム ・分科会開催２回、個別会議４回 

８ レアメタル回収 ・分科会開催１回、個別会議７回 

９ ものづくり ・個別会議２回 

10 建築等のビッグデータ利活用 ・個別会議３回 

11 再エネ施設等メンテナンス ・分科会開催 1回 

12 ヘルステック ・分科会開催３回 

13 水素燃料電池 ・個別会議５回 

 

 

 

研究支援事業の実施 

（支援事業一覧） 

 研究分科会名 支援額(円) 概要 

１ 洋上風力発電 230,000 ・着床式風車基礎の洗堀防止に関する調査研究 

２ 太陽光発電 100,000 

・太陽光発電システム電力使用量モニタの共同開発 

・リサイクル太陽電池モジュールの信頼性評価技術の

共同開発 

研究開発・産学官連携の推進 



３ 
海洋温度差 

発電関連技術 
2,300,000 

・県内企業の研究開発推進及びマッチングによる関連

技術支援 

・水中ポンプの小型試作機を製作し強度試験を実施 

４ 電気化学 500,000 

・CO２の分離・回収や物質変換の低エネルギー技術開

発及び関連材料開発 

・セラミックス系の材料開発や機能化 

５ 遠隔監視 764,000 

・遠隔監視システムの構築及びそのシステムの一般

化。 

・小規模遠隔監視システムの標準化。 

６ 無線電力伝送 940,000 

・県内外における技術情報の取得と共有及び、大学シ

ーズと企業ニーズのマッチングの探索 

・個別技術の研究開発 

７ 
未利用熱利用 

空調システム 
2,500,000 

・福祉施設における未利用熱利用空調の開発要件定義 

・未利用熱および LPG による自律型空調システムの開

発要件定義 

８ レアメタル回収 250,000 
・分科会内外の講師によるセミナー開催及び情報共有 

・企業研究者向け学内施設の関連測定指導 

９ ものづくり 300,000 

・技術相談窓口の開設、会員企業個別訪問、人材育成

セミナー 

・高アスペクト比穴の精密加工技術の確立 

10 
建築等のビッグ

データ利活用 
768,000 

HEMS設備を導入し、インターネットクラウド上での計

測データの収集・解析・可視化システムを構築 

11 
再エネ施設等メ

ンテナンス 
3,000,000 

エネルギー関連施設メンテナンスのための非破壊検査

技術の開発 

12 ヘルステック 748,000 

・トランポリンカウンタを利用した運動量評価システ

ムの試作研究。 

・エネルギーハーベスティング技術の導入。 

13 水素燃料電池 1,079,999 
水素製造、燃料電池分野の県内における技術動向調査

及び進出可能性検討 

支援額合計 13,479,999  

※ 各研究分科会の成果の内容については、令和 5年秋頃に成果報告会を開催予定。 

 

 

 

 １ 県主催「フィンランドフェア in SAGA2023」における広報出展 

  佐賀県国際課が主催するフィンランドフェアにおいて、CIREn 事業及び分科会を紹介

する展示を行った。  

 【出展概要】 

期 間 令和５年１月 14日～１月 15日 

広報事業 



場 所 佐賀駅前交流広場 

内 容 ＜パ ネ ル＞・佐賀大学、令和の時代の「精煉方」CIREn（セイレン）の紹介 

・CIREnの主な研究分科会の取組紹介 

図：当日の写真 

 

 ２ ホームページ運営 

  CIREn 専用ホームページにて、分科会等イベント開催案内や、活動報告等について情

報発信を行った。 

 

CIREn専用ホームページ：https://cireｎ.jp/ 

 

http://localhost/


令和４年度収支決算 

１ 収入の部           （単位：円） 

項 目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B)-(A) 備 考 

負担金 20,000,000 20,000,000 ― 県負担金 

県委託費 5,720,000 1,079,999 △4,640,001 県費 

合 計 25,720,000 21,079,999 △4,640,001  

 

２ 支出の部           （単位：円） 

項 目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B)-(A) 備 考 

直接事業費     

 

研究支援事業費 12,400,000 12,400,000 ― 13分科会 

研究支援事業 

（他大学・研究機関） 
5,720,000 1,079,999 △4,640,001  

企業等交流活動費 895,000 1,088,358 193,358 

・交流会開催費(講師 

謝金、会場費) 

・評議会開催費（委員謝

金、旅費等） 

・事務消耗品費等 

情報収集活動事業費 167,000 ― △167,000  

広報活動事業費 38,000 57,700 19,700 

・ホームページ維持管

理経費  

・フィンランドフェア

用パネル作成 

人件費 1,900,000 1,853,942 △46,058 ・CIREｎ事務局職員 

佐賀大学事務局 

管理運営費 
4,600,000 4,600,000 ― 

事業の管理運営に必要

な経費(直接事業費の

30％) 

合 計 25,720,000 21,079,999 △4,640,001  

 

 

資料２ 



令和５年度事業計画（案） 
自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

 
 

 

１ 総会等の開催 

（１）総会の開催 

時 期：令和５年７月５日（水）15時半～ 

場 所：ホテルニューオータニ佐賀 

   内 容：令和４年度事業報告・収支決算 

令和５年度事業計画（案）・収支予算（案） 等 

 （２）評議会の開催 

時 期：①令和５年６月、②２回目以降は、適宜開催 

 場 所：①ホテルニューオータニ佐賀、②佐賀市内 orオンライン（予定） 

 内 容：①令和４年度事業報告について、令和５年度事業計画（案）策定 

      令和５年度研究支援事業の選定、CIREｎ規約改正  

     ②その都度の議題に応じて 

  

２ 交流会の開催 

（１）第９回交流会の開催 

期 日：令和５年９～10月頃 

場 所：佐賀市内（予定） 

内 容：令和４年度研究分科会の成果報告会 

 （２）第 10回交流会の開催 

 期 日：令和６年１～２月頃 

 場 所：佐賀市内（予定） 

 内 容：基調講演やセミナー 等 

 

３ 研究分科会の開催 

  これまでに設置した 13の研究分科会および新設した２つの研究分科会を開催する。 

  令和５年度研究分科会一覧は以下のとおり。 

 

 

関連産業の創出に資する情報や交流機会の提供 

資料３ 



研究分科会名 座長 検討内容 

1.洋上風力発電 吉田 茂雄 ○洋上風力発電に関連する技術 

○浮体式基礎、着床式基礎、電力貯蔵、浮体挙動、構造解析、海洋工学 など 

2.太陽光発電 田中 徹 ○各種太陽光発電に関する研究開発 

○太陽電池材料・薄膜、発電ｼｽﾃﾑ、その他の光ﾃﾞﾊﾞｲｽ、ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ放射光利活用 

など 

3･海洋温度差 

発電関連技術 

池上 康之 ○温泉水や廃熱などの低位熱回収、利用、発電、生物防汚(付着防止)技術 

○電力安定化(水素による電力貯蔵等)、海洋深層水など海水の有効利用 な

ど       

4.電気化学 冨永 昌人 ○電気化学を基礎にした、二次電池、燃料電池、水の電気分解、二酸化炭素

還元 

○ﾅﾉｶｰﾎﾞﾝ、ｾﾗﾐｯｸ粒子、金属微粒子、薄膜合成等の材料技術 など 

5.遠隔監視 後藤 聡 ○遠隔地にある発電設備や産業機械等を低ｺｽﾄで監視する技術や仕組 

○ｴﾈﾙｷﾞｰ需給予測、Web ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、ﾃﾞｰﾀ処理、信号処理 など 

6.ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ波

ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

嘉数 誠 ○独自技術による大口径高品質ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの結晶成長技術の開発 

○ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽの開発、ﾏｲｸﾛ波・ﾐﾘ波電力応用の研究開発 な      

 ど 

7.未利用熱利用 

空調ｼｽﾃﾑ 

小島 昌一 ○未利用熱を活用した空調ｼｽﾃﾑ検討（福祉施設等を想定） 

○未利用熱と LPGの複合利用による自律型の空調ｼｽﾃﾑの検討 など 

8.ﾚｱﾒﾀﾙ回収 大渡 啓介 ○産業廃液などからのﾚｱﾒﾀﾙ回収や有害元素の除去 

○各種金属分離剤の開発、金属の濃度定量分析 など 

9.ものづくり 大島 史洋 ○材料工学や学内の工作設備を活用したものづくり相談及び支援拠点化 

○設計･加工技術等の高度化･合理化、ものづくりに関する人材育成 など 

10.建築等の 

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ 

利活用 

李 海峰 ○建築等ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀの取得・利活用方法の検討と実証実験 

○未利用熱、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ・蓄電池等の導入による低炭素建築・低炭素社

会ｲﾝﾌﾗの構築 

11.再ｴﾈ施設等 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

伊藤 幸広 〇ｴﾈﾙｷﾞｰ施設等ｺﾝｸﾘｰﾄ構築物のﾒﾝﾃﾅﾝｽ性向上のための検査技術の調査・研究 

〇現場で非破壊検査し、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の安全性を評価する検査装置の試作評

価 等 

12.ﾍﾙｽﾃｯｸ 木本 晃 ○身体ｾﾝｻに関する研究、身体ｾﾝｻを用いた医療・介護向け関連ｼｽﾃﾑの研究 

〇生体活動により生じる振動や静電気からｴﾈﾙｷﾞｰとして取り出すﾃﾞﾊﾞｲｽの

開発 等 

13．水素燃料電池 長谷川卓也  ○水素製造および燃料電池用材料検討 

14.食品廃棄物 

ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ 

田中 宗浩 〇異物が混入した食品廃棄物の熱処理によって得られる亜炭化生成物のｻｰﾏ

ﾙﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ構築に向けた調査研究 

15.波力ｴﾈﾙｷﾞｰ 今井 康貴 〇沿岸における波力発電装置の社会実装を目指した装置および周辺技術の

開発、F/S 調査 

 

 

R5新規設置 



 

１ 研究支援事業 

研究分科会が行う研究開発や製品開発に繋がる取組に対し支援する。 

令和５年度も、他大学との連携を進めるために、県予算を確保。 

 

事業区分 内容 支援上限 

試作研究等事業 

研究成果の実用性等に係る可能性調査、検証するための研究開

発、試作品の製作及び評価等を行う事業 

※各種外部資金等を獲得して事業化に繋げることを目標とする。 
500 万円 

事前調査事業 研究テーマ探索において必要な調査、基礎的研究等を行う事業 100 万円 

予算上限額 1,601万円佐賀大学分 

429 万円他大学等分 

２ 会員アンケート調査 

  会員のニーズや満足度等を把握し、適宜結果を情報提供することで、会員間の更なる

連携を推進するとともに、今後の事業の参考とするため、アンケート調査等を実施する。 

 実施時期：令和５年冬頃（予定） 

 実施方法：LOGOフォーム 

 

３ 研究開発に資する情報等の提供 

 （例）先進事例等の照会、国等の事業予算情報提供 等 

 

 

佐賀大ｄｅラボの活用 

・佐賀大学と県内企業が共同で開設する“佐賀大ｄｅラボ”を活用し、再生可能エネルギ

ー等に関わる人材育成の場となる手法の検討。会員向けの情報発信。 

 

 

・ホームページ運営による情報発信 

 研究分科会の活動実績等を掲載し、CIREn の取組を情報発信するとともに、会員相互の

情報共有を図る。 

・展示会やイベントへの出展 

 これまで CIREn で実施されてきた研究内容や事業を広く周知することを目的に、県イベ

ント等に出展を行う。主なターゲットは、県民や事業者を想定。 

研究開発・産学官連携の推進 

広報事業 

人材の育成に関する場及び機会の提供 



令和５年度収支予算（案） 

１ 収入の部          （単位：千円） 

項 目 予算額 

前年度 
予算額 

(対前年度

増減額) 

内 容 主な増減理由 

負担金 
26,130 

 
20,000 
(6,130) 

負担金 研究支援事業費の拡充 

県予算 
4,290 

 
5,720 

(△1,430) 
他大学等予算 県予算査定結果 

合 計 
30,420 

 
25,720 
(4,700) 

  

  

２ 支出の部          （単位：千円） 

項 目 予算額 

前年度 
予算額 

(対前年度

増減額) 

内 容 主な増減理由 

直接事業費     

 

研究支援事業費 
（佐賀大学） 

16,010 
 

12,400 
(3,610) 

 
支援事業拡充による

増 

研究支援事業 
（他大学・研究機

関） 
4,290 

5,720 
(△1,430) 

 
前年度事業実績によ

る減 

企業等 
交流活動費 

983 
895 
(88) 

交流会開催経費（講師

謝金、会場借上料）、評

議会・審査委員会開催

経費（委員謝金、旅

費）、その他必要経費 

新型コロナウイルス

感染症収束による交

流会開催費の増 等 

情報収集活動費 179 
167 
(12) 

県内マッチング旅費 

等 
単価改定による増 

広報活動事業費 1,028 
38 

(990) 

ホームページの維持

管理に関する経費 

出展等に係る PR費用 

事業 PR 予算措置によ

る増 

人件費 
1,900 

 
1,900 
(0) 

事務局職員人件費 ― 

佐賀大学事務局 
管理運営費 

6,030 
 

4,600 
(1,430) 

事業の管理運営に必

要な経費 

(直接事業費の 30％を

超えない額) 

― 

合 計 
30,420 

 
25,720 
(4,700) 

  

 

資料４ 



再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム規約の改正について 
 

【改正内容】 

令和 5 年度より、「佐賀県産業労働部新エネルギー産業課」が「佐賀県産業労働部産業グリーン化推進グループ」に名称を変更し

たことにより、第 15 条第 1 項について、下記、新旧対照表のとおり変更するもの。施行は、組織改正に合わせ、令和５年４月１日

とする。 

 

【改正理由】 

令和 5 年度、産業労働部の組織改正による。 

 

記 

 

再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム規約 新旧対照表 

新 旧 

第１条 ～ 第 14 条    略 

 

第 1５条 プラットフォームの事務局は、佐賀県産業労働部産

業グリーン化推進グループ及び国立大学法人佐賀大学理工

学部に置く。 

２ 略 

 

第 16 条 ～ 第 18 条   略 

 

第１条 ～ 第 14 条    略 

 

第 1５条 プラットフォームの事務局は、佐賀県産業労働部新

エネルギー産業課及び国立大学法人佐賀大学理工学部に置

く。 

２ 略 

 

第 16 条 ～ 第 18 条   略 

 

※別紙に、改正後の規約案全文を添付。 

資料５ 



再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォーム規約 
 
（名称） 
第１条 本組織の名称は、再生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォームとし、その英語
表記 Co-creative Innovation platform for Renewable Energy の頭文字から呼称を
CIREn（セイレン）とする。 

 
（目的） 
第２条 CIREn は、「佐賀県再生可能エネルギー等先進県実現化構想」の実現に向け、オープン
イノベーションを基軸に、産学官連携による再生可能エネルギー等の研究開発や市場開拓等を
進めることで、県内の関連産業創出を加速させ、SDGs の目標 4、7、8及び 9 の達成に貢献す
ることを目的とする。 

 
（事業） 
第３条 CIREnは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 
（１）再生可能エネルギー等関連産業の創出に資する情報や交流機会の提供 
（２）研究開発の推進に関する事業 
（３）産学官連携の推進に関する事業 
（４）再生可能エネルギー等に関わる人材の育成に関する場及び機会の提供 
（５）再生可能エネルギー等に関連する技術・製品等の市場開拓に関する事業 
（６）その他 CIREn の目的を達成するために必要な事業 
 
（入会） 
第４条 CIREnに入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、事務局の確認を受けな
ければならない。 

 
（退会） 
第５条 CIREn から会員が退会するときは、書面をもってその旨を届けなければならない。 
 
（会員） 
第６条 CIREn の会員は、第２条に定める目的に賛同して入会した、次の各号に掲げる企業、
団体又は個人とする。なお、CIREn の会員として有する権利又は地位の全部又は一部を第三
者に譲渡することはできない。 
（１）県内に主たる事務所若しくは事業所、又は研究開発拠点を置く企業及び団体 
（２）前号に該当しない企業及び団体 
（３）その他 CIREn の目的に賛同する個人等 
２ 会員は、この CIREn の運営に関し、次の提案を行うことができる。 
（１）研究分科会の設置、合併、分割及び廃止 
（２）研究開発テーマ 

別紙 



（３）運営方針及び事業計画 
（４）その他 CIREn の運営の円滑化のために必要な事項 
 
（除名） 
第７条 会員が CIREn の目的に違反し、又はその名誉もしくは信用を著しく害した場合には、評
議会の決定により会員を除名することができる。 
２ 会員が解散等により消滅した場合には、CIREn を退会したものとみなす。 
 
（役員） 
第８条 CIREn に、会長及び副会長を置く。 
２ 会長は国立大学法人佐賀大学理工学部長をもって充てる。 
３ 副会長は佐賀県産業労働部長及び第６条第１項第１号の会員のうちから会長が指名した
者をもって充てる。 
４ 会長は、CIREn を代表し、会務を総理する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。 
６ 会長及び副会長の任期は特に定めない。 
 
（CIREn体制） 
第９条 CIREn に次の機関を置く。 
（１）総会 
（２）評議会 
 
（総会） 
第 10条 総会は、会員をもって構成し、次の各号の事項を議決する。 
（１）事業計画及び予算に関する事項 
（２）事業報告及び決算に関する事項 
（３）本規約に関する事項 
（４）その他 CIREn の運営に関する重要事項 
２ 総会は、原則として年１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集すること
ができる。 
３ 総会の議長は、会長が務める。 
４ 総会の議事は、会員の総数の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長の決す
るところによる。 
５ やむを得ず総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は代理人に表決を委任することができる。 
６ 前項の表決又は代理人への表決の委任がない場合は、議長に一任したものとみなす。 
７ 緊急の必要がある場合は、会長は書面による賛否を求め、総会の議決に代えることができる。 
 
（評議会） 



第 11条 評議会は、会員を代表し、CIREn の運営に必要な次の事項を行う。 
（１）研究分科会の設置、合併、分割及び廃止 
（２）研究支援事業の選定及び評価 
（３）運営方針案、活動計画の策定 
（４）その他 CIREn の運営の円滑化のために必要な事項の検討 
２ 評議会は、委員 20人以内で組織する。 
３ 委員は、会長が任命する。 
４ 評議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 
５ 委員長は、会務を総理し、評議会を代表する。 
６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職
務を代理する。 
７ 評議会は、委員長が招集する。 
８ 評議会の議長は、委員長が務める。 
９ 評議会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。な
お、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。 

10 やむを得ず評議会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表
決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合において前項の規定の適用については、
その委員は出席したものとみなす。 

11 緊急の必要がある場合は、委員長は書面による賛否を求め、評議会の議決に代えることがで
きる。 

12 評議会の庶務は、CIREn の事務局において処理する。 
 
（研究分科会） 
第 12 条 CIREn の活動として、一定の課題の下で専門的技術やアイデアを持ち寄り、市場分析
や研究開発等に取り組むための研究分科会を設置することができる。 
２ 研究分科会は、会員のうち、研究分科会の活動に主体的に協力するものを構成員として組織
し、オープンイノベーションを基軸に次の事項を行う。ただし、第３号のうち、知的財産に関する利
害調整等が必要な場合は、クローズドイノベーションとする。 
（１）構成員のシーズ及びニーズの共有、分析及び評価 
（２）個別研究テーマの探索及び市場分析 
（３）研究開発及び実証研究の実施 
（４）その他 CIREn の目的を達成するために必要な活動 
３ 研究分科会の活動内容は、適宜評議会へ報告しなければならない。 
４ 研究分科会には、座長１人及び副座長１人以上を置く。 
５ 座長は、評議会で選任する。 
６ 副座長は、研究分科会構成員の中から座長が指名するものとし、指名後は評議会に報告す
るものとする。 
７ 座長は、研究分科会の管理運営及び総合調整を行う。 
８ 副座長は、座長を補佐し、座長が欠けたとき又は事故のあるときは、座長の職務を代行する。 



 
（会費） 
第 1３条 会費の徴収は、行わない。なお、個別の活動に必要な経費（交通費等）は、会員自
ら負担する。 

 
（会計） 
第 1４条 CIREn の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 
 
（事務局） 
第 1５条 CIREn の事務局は、佐賀県産業労働部産業グリーン化推進グループ及び国立大学
法人佐賀大学理工学部に置く。 
２ 前項の事務局は、CIREn の運営に係る総務及び庶務全般の業務を行う。 
 
（情報の取扱い） 
第1６条 CIREnの活動においては、秘密である旨明示された情報（以下「秘密情報」という。）
を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。 
２ 本事業において、秘密情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途
秘密保持契約等の契約を締結し、当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。 

 
（知的財産権の取扱い） 
第１７条 CIREn における研究分科会で得られた知的財産の取扱いについて定める場合には、
研究分科会の座長及び関係する会員間での協議を踏まえ、評議会において決定する。 

 
（その他） 
第 1８条 この規約に定めるもののほか、CIREn の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規約は、令和元年 10月８日から施行する。 
２ プラットフォームの当初の会計年度は、第 14 条の規定に関わらず、施行の日から令和２年３
月 31日までとする。 

 
附 則 

この規約は、令和２年６月１日から施行する。 
 
附 則 

この規約は、令和５年 月 日から施行する。 
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